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＜今月のトピックス＞
・全ての都道府県で地域別最低賃金の答申が
出揃いました
・19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定に
おける年間収入要件が変わります
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「ビタミンM」の内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。
このような場合において、内容が不正確であったこと、および誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
また「ビタミンM」の内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

＝全ての都道府県で地域別最低賃金の答申が出揃いました＝

作成日：2025.9.16

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、
“お客様の経営に効く”“お客様に活力を与える”
存在でありたいとの願いが込められています

＝教育訓練休暇給付金 ＝

10月より、雇用
保険から新しい
給付金が出来た
と聞きました

教育訓練休暇給付金のことで
すね。雇用保険の一般被保険
者が、在職中に職業に関する
教育訓練を受けるための休暇
を取得した場合、休暇期間
中、失業給付に相当する
給付を受けることが
できます。

＜今月のQ＆A＞
・教育訓練休暇給付金

←バックナンバーはこちら
  からご覧いただけます

❶ ❸

右の図のグレー部分が事業所が対応する箇所となり
ますが、制度導入には以下の準備が必要となります。
１）就業規則や労使協定への制度明記と従業員への   
周知
２）従業員から休暇の取得について申出があった場
合、調整の上、合意
３）ハローワークに賃金月額証明書等を提出
教育訓練休暇制度は、離職することなく、従業員の
主体的な能力開発をサポートできる制度のため、
企業と従業員双方にメリットのある制度です。
働きやすい職場作りとして就業規則の整
備をご検討されてはいかがでしょうか。

❺

❹

今年の地域別最低賃金の全国加重平均は、過去最高の66円引き上げられ、1,121円となりました。答申され
た改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決
定により、令和７年10月１日から令和８年３月31日までの間に順次発効される予定です。

47都道府県で、63円～82円の引上げとなっており、今年度は、27府県において発効時期が11月以降
となっています。発効時期が来年3月末となっている都道府県もありますので、注意をしましょう。

TEL  ：06-6868-11７７
Mail ：
sr-toiawase@nkgr.co.jp

❷

対象となる
教育訓練制
度はどのよう
なものですか

都道府県 改定後 引上額（円） 発効日（予定）

東京 1,226円 63円 2025年10月3日

神奈川 1,225円 63円 2025年10月4日

愛知 1,140円 63円 2025年10月18日

大阪 1,177円 63円 2025年10月16日

熊本 1,034円 82円 2026年1月1日

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合（被保険者の
配偶者を除く。）は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。

＝19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります＝

発効予定月 発効時期が11月以降となる都道府県名

11月
青森、埼玉、静岡、三重、京都、奈良、和歌山、

 島根、広島、福岡、佐賀、宮崎、鹿児島

12月 岩手、山形、山梨、岡山、愛媛、高知、長崎、沖縄

2026年1月 福島、徳島、熊本、大分

2026年3月 秋田、群馬

①就業規則や労働協約などに規定された休暇制度に基づく休暇
②従業員本人が教育訓練を受講するために自発的に取得すること
を希望し、事業主の了承を得て取得する30日以上の無給の休暇
③次に定める教育訓練等を受けるための休暇
・学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専門学校又は各種学校が
提供する教育訓練等
・職業訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
・職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

教育訓練休暇給付金の支給対象となる休暇※以下のすべてを満たす休暇

事業所として、どのような
準備がいりますか？

❻
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